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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例（条例第 39 号） 

1  行政手続における県民の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、電子情報処理組織による申請等

についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、令和 6 年 1月 15日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金条例の一部を改正する条例（条例

第 40 号） 

1  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする三重県新型コロナウイルス感染症

対応中小企業者等金融支援臨時基金について、基金に係る事業の実施期間を令和 10 年度末までとする

ため、 条例がその効力を失う日を令和 11 年 3 月 31 日までに実施された事業の精算が完了した日に延

長することとしました。  

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県消防、火薬、高圧ガス及び電気関係手数料条例の一部を改正する条例（条例第 41 号） 

1  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を整備するこ

ととしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（条例第 42 号） 

1  特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、特別職に属する職員の期末手当の

支給割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第 43 号） 

1  人事委員会の議会及び知事に対する令和 5 年 10月 13 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み、一般

職に属する職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正等を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 44 号） 

1  地方自治法の一部改正等に鑑み、勤勉手当の規定を設ける等の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日及び令和 6年 4月 1日から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（条例第 45 号） 

1  人事委員会の議会及び知事に対する令和 5 年 10月 13 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み、公立

学校職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例

第 46 号） 

1  地方自治法の一部改正等に鑑み、勤勉手当の規定を設ける等の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日及び令和 6年 4月 1日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 47 号） 

1  特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、三重県議会議員の期末手当の支給

割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 三重県議会委員会条例の一部を改正する条例（条例第 48 号） 

1  映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により

委員が参加できる出席の特例について、委員会を招集する場所に参集することが困難な事情がある場合

として育児、介護その他のやむを得ない事由を追加する等のため、規定を整備することとしました。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

条 例 
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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例（条例第 39 号） 

1  行政手続における県民の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、電子情報処理組織による申請等

についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、令和 6 年 1月 15日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金条例の一部を改正する条例（条例

第 40 号） 

1  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする三重県新型コロナウイルス感染症

対応中小企業者等金融支援臨時基金について、基金に係る事業の実施期間を令和 10 年度末までとする

ため、 条例がその効力を失う日を令和 11 年 3 月 31 日までに実施された事業の精算が完了した日に延

長することとしました。  

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県消防、火薬、高圧ガス及び電気関係手数料条例の一部を改正する条例（条例第 41 号） 

1  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を整備するこ

ととしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例（条例第 42 号） 

1  特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、特別職に属する職員の期末手当の

支給割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（条例第 43 号） 

1  人事委員会の議会及び知事に対する令和 5 年 10月 13 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み、一般

職に属する職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正等を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 44 号） 

1  地方自治法の一部改正等に鑑み、勤勉手当の規定を設ける等の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日及び令和 6年 4月 1日から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（条例第 45 号） 

1  人事委員会の議会及び知事に対する令和 5 年 10月 13 日付けの給与改定に関する勧告等に鑑み、公立

学校職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 公立学校の会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例

第 46 号） 

1  地方自治法の一部改正等に鑑み、勤勉手当の規定を設ける等の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日及び令和 6年 4月 1日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第 47 号） 

1  特別職に属する国家公務員の期末手当の支給割合の改正等に鑑み、三重県議会議員の期末手当の支給

割合の改正を行うこととしました。 

 2  この条例は、公布の日（一部令和 6 年 4 月 1 日）から施行することとしました。 

 

◎ 三重県議会委員会条例の一部を改正する条例（条例第 48 号） 

1  映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により

委員が参加できる出席の特例について、委員会を招集する場所に参集することが困難な事情がある場合

として育児、介護その他のやむを得ない事由を追加する等のため、規定を整備することとしました。 

2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

 

 

条 例 
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三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 三 十 九 号  

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例  

 

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 条 例

第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 等 ）  （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 等 ）  

第 三 条  県 の 機 関 等 は 、 申 請 等 の う ち 当 該 申

請 等 に 関 す る 他 の 条 例 等 の 規 定 に よ り 書

面 等 に よ り 行 う こ と と し て い る も の に つ

い て は 、 当 該 条 例 等 の 規 定 に か か わ ら ず 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 情 報 処 理

組 織 （ 県 の 機 関 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

（ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と 申 請

等 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を

電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組

織 を い う 。 第 五 項 及 び 第 六 項 に お い て 同

じ 。 ） を 使 用 し て 行 わ せ る こ と が で き る 。 

第 三 条  県 の 機 関 等 は 、 申 請 等 の う ち 当 該 申

請 等 に 関 す る 他 の 条 例 等 の 規 定 に よ り 書

面 等 に よ り 行 う こ と と し て い る も の に つ

い て は 、 当 該 条 例 等 の 規 定 に か か わ ら ず 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 情 報 処 理

組 織 （ 県 の 機 関 等 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機

（ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） と 申 請

等 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と を

電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組

織 を い う 。 ） を 使 用 し て 行 わ せ る こ と が で

き る 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  申 請 等 の う ち 当 該 申 請 等 に 関 す る 他 の

条 例 等 の 規 定 に お い て 手 数 料 の 納 付 の 方

法 が 規 定 さ れ て い る も の を 第 一 項 の 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う

場 合 に は 、 当 該 手 数 料 の 納 付 に つ い て は 、

当 該 条 例 等 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 子 情 報

処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通

信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 規 則 で

定 め る も の を も っ て す る こ と が で き る 。  

 

６  情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等

に 関 す る 法 律 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申

請 等 の う ち 当 該 申 請 等 に 関 す る 他 の 条 例

等 の 規 定 に お い て 手 数 料 の 納 付 の 方 法 が  
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規 定 さ れ て い る も の を 同 法 第 六 条 第 一 項

の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ

り 行 う 場 合 に は 、 当 該 手 数 料 の 納 付 に つ い

て は 、 当 該 条 例 等 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同

項 の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ

の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 で

あ っ て 規 則 で 定 め る も の を も っ て す る こ

と が で き る 。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 一 月 十 五 日 か ら 施 行 し 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 行 政 手

続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 第 三 条 第 五 項 の 規 定 は 同 日 以 後 に 行

わ れ る 申 請 等 （ 同 条 例 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 申 請 等 を い う 。 ） に つ い て 、 及 び 同 条 例

第 三 条 第 六 項 の 規 定 は 同 日 以 後 に 行 わ れ る 申 請 等 （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進

等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申 請 等 を い

う 。 ） に つ い て 適 用 す る 。  

（ 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）  

２  三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

（ 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

３  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 、 前 項 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 警 察 関 係 手 数 料 条 例 第 十

二 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 同 条 例 第 十 一 条 第 一 項

改   正   後  改   正   前  

（ 手 数 料 の 納 付 時 期 及 び 方 法 ）  （ 手 数 料 の 納 付 時 期 及 び 方 法 ）  

第 十 二 条  第 二 条 か ら 前 条 ま で に 掲 げ る 手

数 料 （ 第 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条 第 五 項

に 掲 げ る 手 数 料 を 除 く 。 ） は 、 許 可 等 を 受

け よ う と す る 際 に 、 三 重 県 証 紙 条 例 （ 昭 和

四 十 年 三 重 県 条 例 第 十 二 号 ） に 定 め る 方 法

に よ り 納 付 す る も の と す る 。  

第 十 二 条  第 二 条 か ら 前 条 ま で に 掲 げ る 手

数 料 （ 第 八 条 第 一 項 第 一 号 及 び 同 条 第 五 項

に 掲 げ る 手 数 料 を 除 く 。 ） は 、 許 可 等 を 受

け よ う と す る 際 に 、 三 重 県 証 紙 条 例 （ 昭 和

四 十 年 三 重 県 条 例 第 十 二 号 ） に 定 め る 方 法

に よ り 納 付 す る も の と す る 。 た だ し 、 三 重

県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の

利 用 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 条 例

第 四 十 三 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 電 子 情 報 処

理 組 織 を 使 用 し て 前 条 第 一 項 第 一 号 及 び

第 三 号 の 許 可 等 を 受 け よ う と す る 際 に は 、

現 金 を も っ て 納 付 す る も の と す る 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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第 一 号 又 は 第 三 号 の 許 可 等 を 受 け よ う と し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

提 案 理 由  

行 政 手 続 に お け る 県 民 の 利 便 性 の 向 上 及 び 事 務 の 効 率 化 を 図 る た め 、 電 子 情 報 処 理 組 織

に よ る 申 請 等 に つ い て の 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 議 案 を 提 出 す る 理 由 で

あ る 。  

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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三 重 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 中 小 企 業 者 等 金 融 支 援 臨 時 基 金 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 号  

   三 重 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 中 小 企 業 者 等 金 融 支 援 臨 時 基 金 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

 三 重 県 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 中 小 企 業 者 等 金 融 支 援 臨 時 基 金 条 例 （ 令 和 二 年 三

重 県 条 例 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

附  則  附  則  

１  （ 略 ）  １  （ 略 ）  

（ 条 例 の 効 力 ）  （ 条 例 の 効 力 ）  

２  こ の 条 例 は 、 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま

で に 実 施 さ れ た 基 金 の 設 置 の 目 的 を 達 成

す る た め の 事 業 に 係 る 事 業 費 の 精 算 が 完

了 し た 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 こ の 場 合

に お い て 、 基 金 に 残 余 財 産 が あ る と き は 、

当 該 残 余 財 産 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 予 算

に 計 上 し て 、 国 庫 に 納 付 す る も の と す る 。 

２  こ の 条 例 は 、 令 和 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で

に 実 施 さ れ た 基 金 の 設 置 の 目 的 を 達 成 す

る た め の 事 業 に 係 る 事 業 費 の 精 算 が 完 了

し た 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 こ の 場 合 に

お い て 、 基 金 に 残 余 財 産 が あ る と き は 、 当

該 残 余 財 産 の 額 に 相 当 す る 金 額 を 予 算 に

計 上 し て 、 国 庫 に 納 付 す る も の と す る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

提 案 理 由  

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 を 財 源 と す る 三 重 県 新 型 コ ロ ナ ウ

イ ル ス 感 染 症 対 応 中 小 企 業 者 等 金 融 支 援 臨 時 基 金 に つ い て 、 基 金 に 係 る 事 業 の 実 施 期 間 を

令 和 十 年 度 末 ま で と す る た め 、 条 例 が そ の 効 力 を 失 う 日 を 令 和 十 一 年 三 月 三 十 一 日 ま で に

実 施 さ れ た 事 業 の 精 算 が 完 了 し た 日 に 延 長 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 議 案 を 提 出 す る

理 由 で あ る 。  

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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三 重 県 消 防 、 火 薬 、 高 圧 ガ ス 及 び 電 気 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 四 十 一 号  

三 重 県 消 防 、 火 薬 、 高 圧 ガ ス 及 び 電 気 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

三 重 県 消 防 、 火 薬 、 高 圧 ガ ス 及 び 電 気 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 十 四 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 六 （ 第 二 条 関 係 ） 液 化 石 油 ガ ス の 保

安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

関 係  

別 表 第 六 （ 第 二 条 関 係 ）  液 化 石 油 ガ ス の 保

安 の 確 保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律

関 係  

 

項  

手 数 料 を

徴 収 す る

事 務  

手 数 料 の

名 称 及 び

区 分  

金  額  

  

項  

手 数 料 を

徴 収 す る

事 務  

手 数 料 の

名 称 及 び

区 分  

金  額  

 

 一  液 化 石 油

ガ ス の 保

安 の 確 保

及 び 取 引

の 適 正 化

に 関 す る

法 律 （ 以 下

こ の 表 に

お い て

「 法 」 と い

う 。 ） 第 三

条 第 一 項

の 規 定 に

基 づ く 液

化 石 油 ガ

ス 販 売 事

業 に 係 る

登 録 の 申

請 に 対 す

る 審 査  

液 化 石 油

ガ ス 販 売

事 業 登 録

申 請 手 数

料  

三 万 千 円    一  液 化 石 油

ガ ス の 保

安 の 確 保

及 び 取 引

の 適 正 化

に 関 す る

法 律 （ 昭 和

四 十 二 年

法 律 第 百

四 十 九 号 。

以 下 こ の

表 に お い

て 「 法 」 と

い う 。 ） 第

三 条 第 一

項 の 規 定

に 基 づ く

液 化 石 油

ガ ス 販 売

事 業 に 係

る 登 録 の  

液 化 石 油

ガ ス 販 売

事 業 登 録

申 請 手 数

料  

三 万 千 円   

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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        申 請 に 対

す る 審 査  

   

 二 ～

九  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    二 ～

九  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 十  法 第 三 十

七 条 の 三

第 一 項 の

規 定 に 基

づ く 法 第

三 十 六 条

第 一 項 の

許 可 に 係

る 貯 蔵 施

設 又 は 特

定 供 給 設

備 の 完 成

検 査  

貯 蔵 施 設

等 設 置 許

可 に 係 る

完 成 検 査

手 数 料  
三 万 千 円 に 貯

蔵 施 設 又 は 特

定 供 給 設 備

（ 高 圧 ガ ス 保

安 法 第 二 十 条

第 一 項 若 し く

は 第 三 項 又 は

同 法 第 三 十 九

条 の 二 十 二 第

一 項 の 規 定 に

基 づ き 完 成 検

査 を 受 け 、 又

は 自 ら 行 い 、

同 法 第 八 条 第

一 号 の 技 術 上

の 基 準 に 適 合

し て い る と 認

め ら れ た 液 化

石 油 ガ ス に 係

る 施 設 （ 以 下

「 完 成 検 査 合

格 施 設 」 と い

う 。 ） で あ る

も の を 除 く 。 ）

の 数 を 乗 じ て

得 た 金 額 と 五

千 八 百 円 に 完

成 検 査 合 格 施

設 で あ る 貯 蔵

施 設 又 は 特 定

供 給 設 備 の 数

を 乗 じ て 得 た

金 額 と の 合 計

金 額  

  十  法 第 三 十

七 条 の 三

第 一 項 の

規 定 に 基

づ く 法 第

三 十 六 条

第 一 項 の

許 可 に 係

る 貯 蔵 施

設 又 は 特

定 供 給 設

備 の 完 成

検 査  

貯 蔵 施 設

等 設 置 許

可 に 係 る

完 成 検 査

手 数 料  

三 万 千 円 に 貯

蔵 施 設 又 は 特

定 供 給 設 備

（ 高 圧 ガ ス 保

安 法 （ 昭 和 二

十 六 年 法 律 第

二 百 四 号 ） 第

二 十 条 第 一 項

又 は 第 三 項 の

規 定 に 基 づ き

完 成 検 査 を 受

け 、 又 は 自 ら

行 い 、 同 法 第

八 条 第 一 号 の

技 術 上 の 基 準

に 適 合 し て い

る と 認 め ら れ

た 液 化 石 油 ガ

ス に 係 る 施 設

（ 以 下 「 完 成

検 査 合 格 施

設 」 と い う 。 ）

で あ る も の を

除 く 。 ） の 数

を 乗 じ て 得 た

金 額 と 五 千 八

百 円 に 完 成 検

査 合 格 施 設 で

あ る 貯 蔵 施 設

又 は 特 定 供 給

設 備 の 数 を 乗

じ て 得 た 金 額

と の 合 計 金 額  

 

 十 一  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    十 一  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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 ～ 二

十  

     ～ 二

十  

    

  
附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

提 案 理 由  

地 方 公 共 団 体 の 手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 の 一 部 改 正 等 に 鑑 み 、 手 数 料 に つ い て の 規 定

を 整 備 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 議 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。  

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 二 号  

知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

  

（ 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 五 年 三 重 県 条 例 第 五 十 三

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 四 条  知 事 及 び 副 知 事 に は 期 末 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

第 四 条  知 事 及 び 副 知 事 に は 期 末 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  二  十 二 月  百 分 の 百 六 十 五  

第 二 条  知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 四 条  知 事 及 び 副 知 事 に は 期 末 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

第 四 条  知 事 及 び 副 知 事 に は 期 末 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

一  六 月  百 分 の 百 七 十  一  六 月  百 分 の 百 六 十 五  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十  二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  

 （ 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 三 条  教 育 長 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 当 該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲

げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の

額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条

例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し

た 額 と す る 。  
第 三 条  教 育 長 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 当 該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲

げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の

額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条

例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し

た 額 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  二  十 二 月  百 分 の 百 六 十 五  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

第 四 条  三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 三 条  教 育 長 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 当 該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲

げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の

額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条

例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し

た 額 と す る 。  

第 三 条  教 育 長 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 当 該 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲

げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の

額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条

例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し

た 額 と す る 。  

一  六 月  百 分 の 百 七 十  一  六 月  百 分 の 百 六 十 五  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十  二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

 （ 常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 条 例 第

五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
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次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 二 条  委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の ほ

か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に つ い

て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和

二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 六 条 の

四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た 額 と す

る 。  

第 二 条  委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の ほ

か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に つ い

て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和

二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 六 条 の

四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た 額 と す

る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  二  十 二 月  百 分 の 百 六 十 五  

第 六 条  常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改  

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 二 条  委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の ほ

か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に つ い

て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和

二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 六 条 の

四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た 額 と す

る 。  

第 二 条  委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の ほ

か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を 一

般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。

た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給 料 月

額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗 じ て

得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に つ い

て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和

二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 六 条 の

四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た 額 と す

る 。  

一  六 月  百 分 の 百 七 十  一  六 月  百 分 の 百 六 十 五  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十  二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  

 （ 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 七 条  識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 （ 昭 和 二 十 二

年 三 重 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
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次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 二 条  常 勤 の 監 査 委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す

る 給 料 の ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退

職 手 当 を 一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ

り 支 給 す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い

て は 、 給 料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十

五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に

掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当

の 額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給

条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算

し た 額 と す る 。  

第 二 条  常 勤 の 監 査 委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す

る 給 料 の ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退

職 手 当 を 一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ

り 支 給 す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い

て は 、 給 料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十

五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に

掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当

の 額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給

条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算

し た 額 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  二  十 二 月  百 分 の 百 六 十 五  

第 八 条  識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改  

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 二 条  常 勤 の 監 査 委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す

る 給 料 の ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退

職 手 当 を 一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ

り 支 給 す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い

て は 、 給 料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十

五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に

掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当

の 額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給

条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算

し た 額 と す る 。  

第 二 条  常 勤 の 監 査 委 員 に は 、 前 条 に 規 定 す

る 給 料 の ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退

職 手 当 を 一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ

り 支 給 す る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い

て は 、 給 料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十

五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に

掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当

の 額 に つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給

条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一

号 ） 第 六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算

し た 額 と す る 。  

一  六 月  百 分 の 百 七 十  一  六 月  百 分 の 百 六 十 五  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十  二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  

 （ 公 営 企 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 九 条  公 営 企 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 条 例 第 五 十 九 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
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次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 二 条  管 理 者 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗

じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に

つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第

六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た

額 と す る 。  

第 二 条  管 理 者 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗

じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に

つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第

六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た

額 と す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  二  十 二 月  百 分 の 百 六 十 五  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

第 十 条  公 営 企 業 管 理 者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 料 以 外 の 給 与 ）  （ 給 料 以 外 の 給 与 ）  

第 二 条  管 理 者 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗

じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に

つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第

六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た

額 と す る 。  

第 二 条  管 理 者 に は 、 前 条 に 規 定 す る 給 料 の

ほ か 、 通 勤 手 当 、 期 末 手 当 及 び 退 職 手 当 を

一 般 職 に 属 す る 県 職 員 の 例 に よ り 支 給 す

る 。 た だ し 、 期 末 手 当 の 額 に つ い て は 、 給

料 月 額 及 び 給 料 月 額 に 百 分 の 四 十 五 を 乗

じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 次 の 各 号 に 掲 げ る

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と し 、 退 職 手 当 の 額 に

つ い て は 、 三 重 県 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例

（ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第

六 条 の 四 の 規 定 を 適 用 し な い で 計 算 し た

額 と す る 。  

一  六 月  百 分 の 百 七 十  一  六 月  百 分 の 百 六 十 五  

二  十 二 月  百 分 の 百 七 十  二  十 二 月  百 分 の 百 七 十 五  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

   附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  
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１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 四 条 、 第 六 条 、 第 八 条 及 び

第 十 条 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 第 四 条 の 規

定 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 三 条

の 規 定 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条

例 第 二 条 の 規 定 、 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監

査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 第 二 条 の 規 定 及 び 第 九 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 営 企 業 管 理

者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 第 二 条 の 規 定 （ 次 項 に お い て こ れ ら を 「 新 条 例 の 規 定 」 と い う 。 ）

は 、 令 和 五 年 十 二 月 の 期 末 手 当 か ら 適 用 す る 。  

 （ 期 末 手 当 の 内 払 ）  

３  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知 事 及 び 副 知 事 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条 例 第 四 条 の 規

定 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 の 給 与 等 に 関 す る 条 例 第 三 条

の 規 定 、 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 常 勤 の 人 事 委 員 会 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 に 関 す る 条

例 第 二 条 の 規 定 、 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監

査 委 員 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 第 二 条 の 規 定 及 び 第 九 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 営 企 業 管 理

者 の 給 与 及 び 旅 費 条 例 第 二 条 の 規 定 に 基 づ い て 令 和 五 年 十 二 月 に 支 給 さ れ た 期 末 手 当

は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 内 払 と み な す 。  
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職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 三 号  

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

  

（ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 三 重 県 条 例 第 六 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 初 任 給 調 整 手 当 ）  （ 初 任 給 調 整 手 当 ）  

第 十 七 条 の 三  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た

に 採 用 さ れ た 職 員 に は 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 超 え な い 範 囲 内 の 額 を 、 第 一 号 に 掲 げ

る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら

三 十 五 年 以 内 、 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も

の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 二 年 以 内 の

期 間 、 採 用 後 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間

を 経 過 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 す る ご と に

そ の 額 を 減 じ て 、 初 任 給 調 整 手 当 と し て 支

給 す る 。  

第 十 七 条 の 三  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た

に 採 用 さ れ た 職 員 に は 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 超 え な い 範 囲 内 の 額 を 、 第 一 号 に 掲 げ

る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら

三 十 五 年 以 内 、 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も

の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 二 年 以 内 の

期 間 、 採 用 後 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間

を 経 過 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 す る ご と に

そ の 額 を 減 じ て 、 初 任 給 調 整 手 当 と し て 支

給 す る 。  

一  医 師 又 は 歯 科 医 師 の 資 格 を 有 す る 職

員 の 職 の う ち 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が

困 難 で あ る と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る も の  月 額 三 十 六 万 九

千 五 百 円  

一  医 師 又 は 歯 科 医 師 の 資 格 を 有 す る 職

員 の 職 の う ち 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が

困 難 で あ る と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る も の  月 額 三 十 六 万 八

千 八 百 円  

二  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 一 条  （ 略 ）  第 二 十 一 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 、 六

月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二

十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 百 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 七

級 以 上 で あ る も の 並 び に 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 複
２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 、 百

分 の 百 二 十 を 乗 じ て 得 た 額 （ 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 七

級 以 上 で あ る も の 並 び に 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 複

雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 等 が こ れ に 相 当 す

る も の （ こ れ ら の 職 員 の う ち 、 特 定 職 員 及
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雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 等 が こ れ に 相 当 す

る も の （ こ れ ら の 職 員 の う ち 、 特 定 職 員 及

び 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 第

二 十 二 条 第 二 項 及 び 附 則 第 二 十 二 項 に お

い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い う 。 ） に あ つ て

は 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の

百 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六

箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 在 職

期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

び 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 第

二 十 二 条 第 二 項 及 び 附 則 第 二 十 二 項 に お

い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い う 。 ） に あ つ て

は 、 百 分 の 百 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、 基 準 日

以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員

の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）  

３  特 定 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る

の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百

二 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 七 ・ 五 」

と す る 。  

３  特 定 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る

の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と す る 。  

４  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十

七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」 と あ る の

は 「 百 分 の 七 十 」 と 、 「 百 分 の 百 」 と あ る

の は 「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百

五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 」 と す る 。  

４  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十

七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 」 と あ る の は 「 百

分 の 五 十 七 ・ 五 」 と す る 。  

５ ～ ７  （ 略 ）   ５ ～ ７  （ 略 ）   

（ 勤 勉 手 当 ）  （ 勤 勉 手 当 ）  

第 二 十 二 条  （ 略 ）  第 二 十 二 条  （ 略 ）  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 任

命 権 者 が 人 事 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 従 つ

て 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手

当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次 の 各 号 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え て は な ら な い 。  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 任

命 権 者 が 人 事 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 従 つ

て 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手

当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次 の 各 号 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え て は な ら な い 。  

一  前 項 の 職 員 の う ち 次 号 及 び 第 三 号 に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

一  前 項 の 職 員 の う ち 次 号 及 び 第 三 号 に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日
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現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 九 項 第 四 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 （ 特 定 管

理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 二 十 ） 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の

百 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の

百 二 十 五 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 九 項 第 四 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 百 分 の 百

（ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 二

十 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

二  前 項 の 職 員 の う ち 特 定 職 員  当 該 特

定 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 六 月 に 支 給

す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 ・ 五 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の

百 七 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  
二  前 項 の 職 員 の う ち 特 定 職 員  当 該 特

定 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百

二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

三  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 七 ・ 五

（ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 五 十

七 ・ 五 ） 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い

て は 百 分 の 五 十 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て

は 、 百 分 の 六 十 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

三  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 四

十 七 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百

分 の 五 十 七 ・ 五 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  

  別 表 第 一 か ら 別 表 第 四 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第 二 条  職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 初 任 給 調 整 手 当 ）  （ 初 任 給 調 整 手 当 ）  

第 十 七 条 の 三  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た

に 採 用 さ れ た 職 員 に は 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 超 え な い 範 囲 内 の 額 を 、 第 一 号 に 掲 げ

る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら

三 十 五 年 以 内 、 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も

の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 五 年 以 内 の

期 間 、 採 用 の 日 （ 第 一 号 に 掲 げ る 職 に 係 る

も の に あ つ て は 、 採 用 後 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 期 間 を 経 過 し た 日 ） か ら 一 年 を 経 過

す る ご と に そ の 額 を 減 じ て 、 初 任 給 調 整 手

当 と し て 支 給 す る 。  

第 十 七 条 の 三  次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に 新 た

に 採 用 さ れ た 職 員 に は 、 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 超 え な い 範 囲 内 の 額 を 、 第 一 号 に 掲 げ

る 職 に 係 る も の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら

三 十 五 年 以 内 、 第 二 号 に 掲 げ る 職 に 係 る も

の に あ つ て は 採 用 の 日 か ら 十 二 年 以 内 の

期 間 、 採 用 後 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 期 間

を 経 過 し た 日 か ら 一 年 を 経 過 す る ご と に

そ の 額 を 減 じ て 、 初 任 給 調 整 手 当 と し て 支

給 す る 。  

一  （ 略 ）  一  （ 略 ）  

二  獣 医 師 の 資 格 を 有 す る 職 員 の 職 の う

ち 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る も の  月 額 五 万 円  

２ ・ ３  （ 略 ）  

二  獣 医 師 の 資 格 を 有 す る 職 員 の 職 の う

ち 採 用 に よ る 欠 員 の 補 充 が 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る 職 で 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る も の  月 額 三 万 円  

２ ・ ３  （ 略 ）  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 一 条  （ 略 ）  第 二 十 一 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 、 百

分 の 百 二 十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 行 政 職

給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の

級 が 七 級 以 上 で あ る も の 並 び に 同 表 以 外

の 各 給 料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職

務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 等 が こ れ に

相 当 す る も の （ こ れ ら の 職 員 の う ち 、 特 定

職 員 及 び 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 を

除 く 。 第 二 十 二 条 第 二 項 及 び 附 則 第 二 十 二

項 に お い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い う 。 ） に

あ つ て は 、 百 分 の 百 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 ）

に 、 基 準 日 以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る

当 該 職 員 の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ

て 得 た 額 と す る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 、 六

月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二

十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 百 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 （ 行 政 職 給 料 表

の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 級 が 七

級 以 上 で あ る も の 並 び に 同 表 以 外 の 各 給

料 表 の 適 用 を 受 け る 職 員 で そ の 職 務 の 複

雑 、 困 難 及 び 責 任 の 程 度 等 が こ れ に 相 当 す

る も の （ こ れ ら の 職 員 の う ち 、 特 定 職 員 及

び 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 第

二 十 二 条 第 二 項 及 び 附 則 第 二 十 二 項 に お

い て 「 特 定 管 理 職 員 」 と い う 。 ） に あ つ て

は 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の

百 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 百 五 を 乗 じ て 得 た 額 ） に 、 基 準 日 以 前 六
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箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 在 職

期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

一 ～ 四  （ 略 ）   一 ～ 四  （ 略 ）   

３  特 定 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」

と あ る の は 「 百 分 の 六 十 五 」 と す る 。  

３  特 定 職 員 に 対 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に

つ い て は 、 同 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る

の は 「 百 分 の 六 十 二 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百

二 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 七 ・ 五 」

と す る 。  

４  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分

の 六 十 八 ・ 七 五 」 と 、 「 百 分 の 百 二 ・ 五 」

と あ る の は 「 百 分 の 五 十 八 ・ 七 五 」 と す る 。 
４  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中

「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十

七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」 と あ る の

は 「 百 分 の 七 十 」 と 、 「 百 分 の 百 」 と あ る

の は 「 百 分 の 五 十 七 ・ 五 」 と 、 「 百 分 の 百

五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 」 と す る 。  

５ ～ ７  （ 略 ）   ５ ～ ７  （ 略 ）   

（ 勤 勉 手 当 ）  （ 勤 勉 手 当 ）  

第 二 十 二 条  （ 略 ）  第 二 十 二 条  （ 略 ）  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 任

命 権 者 が 人 事 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 従 つ

て 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手

当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次 の 各 号 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え て は な ら な い 。  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 任

命 権 者 が 人 事 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 従 つ

て 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手

当 の 額 の 、 そ の 者 に 所 属 す る 次 の 各 号 に 掲

げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総 額 は 、 そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え て は な ら な い 。  

一  前 項 の 職 員 の う ち 次 号 及 び 第 三 号 に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 九 項 第 四 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 百 分 の 百

二 ・ 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分

の 百 二 十 二 ・ 五 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

一  前 項 の 職 員 の う ち 次 号 及 び 第 三 号 に

掲 げ る 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 九 項 第 四 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 （ 特 定 管

理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 百 二 十 ） 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の

百 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の
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百 二 十 五 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  
二  前 項 の 職 員 の う ち 特 定 職 員  当 該 特

定 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

二  前 項 の 職 員 の う ち 特 定 職 員  当 該 特

定 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 六 月 に 支 給

す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 ・ 五 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の

百 七 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

三  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 四

十 八 ・ 七 五 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、

百 分 の 五 十 八 ・ 七 五 ） を 乗 じ て 得 た 額 の

総 額  

三  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 七 ・ 五

（ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て は 、 百 分 の 五 十

七 ・ 五 ） 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い

て は 百 分 の 五 十 （ 特 定 管 理 職 員 に あ つ て

は 、 百 分 の 六 十 ） を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  

 （ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十 二 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 与 に 関 す る 特 例 ）  （ 給 与 に 関 す る 特 例 ）  

第 五 条  法 第 三 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 第

一 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） に は 、 次 の

給 料 表 を 適 用 す る 。  

第 五 条  法 第 三 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ

り 任 期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 第

一 号 任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） に は 、 次 の

給 料 表 を 適 用 す る 。  

 

給
料

月
額

 

円
 

4
0
5
,
0
0
0
 

4
6
4
,
0
0
0
 

5
2
5
,
0
0
0
 

6
0
6
,
0
0
0
 

7
0
4
,
0
0
0
 

8
0
3
,
0
0
0
 

  

給
料

月
額

 

円
 

4
0
1
,
0
0
0
 

4
5
9
,
0
0
0
 

5
1
9
,
0
0
0
 

5
9
9
,
0
0
0
 

6
9
6
,
0
0
0
 

7
9
4
,
0
0
0
 

 

 

号
給

 

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
   

号
給

 

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
  

２  法 第 三 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 任

期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 第 二 号

任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） に は 、 次 の 給 料

表 を 適 用 す る 。  

２  法 第 三 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 任

期 を 定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 第 二 号

任 期 付 研 究 員 」 と い う 。 ） に は 、 次 の 給 料

表 を 適 用 す る 。  

 

給
料

月
額

 

円
 

3
3
9
,
0
0
0
 

3
7
4
,
0
0
0
 

4
0
1
,
0
0
0
 

  

給
料

月
額

 

円
 

3
3
5
,
0
0
0
 

3
7
0
,
0
0
0
 

3
9
7
,
0
0
0
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号

給
 

 1
 

2
 

3
   

号
給

 

 1
 

2
 

3
  

３ ～ ６  （ 略 ）  ３ ～ ６  （ 略 ）  

（ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  （ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付

研 究 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三 条 第 一 項 、 第

十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 三 条

第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条

例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十

二 号 ） 第 五 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例 第 十 七

条 の 二 第 一 項 中 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る

職 員 」 と あ る の は 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め

る 職 員 及 び 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と 、 給 与

条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」

と あ る の は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 と 、 「 百 分

の 百 二 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 五 」

と す る 。  

３  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付

研 究 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三 条 第 一 項 、 第

十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 三 条

第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条

例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十

二 号 ） 第 五 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例 第 十 七

条 の 二 第 一 項 中 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る

職 員 」 と あ る の は 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め

る 職 員 及 び 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と 、 給 与

条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」

と あ る の は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 と す る 。  

第 四 条  一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  （ 給 与 条 例 の 適 用 除 外 等 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

３  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付

研 究 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三 条 第 一 項 、 第

十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 三 条

第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条

例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十

二 号 ） 第 五 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例 第 十 七

条 の 二 第 一 項 中 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ  

３  第 一 号 任 期 付 研 究 員 及 び 第 二 号 任 期 付

研 究 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三 条 第 一 項 、 第

十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十 一 条 第 二 項

の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与 条 例 第 三 条

第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条

例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に

関 す る 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 七 十

二 号 ） 第 五 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例 第 十 七

条 の 二 第 一 項 中 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ  

令和5年12月21日 三　重　県　公　報 号　　外

41



く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る

職 員 」 と あ る の は 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め

る 職 員 及 び 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と 、 給 与

条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十

二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 」 と す

る 。  

 く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る

職 員 」 と あ る の は 「 前 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 人 事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め

る 職 員 及 び 第 一 号 任 期 付 研 究 員 」 と 、 給 与

条 例 第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」

と あ る の は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 と 、 「 百 分

の 百 二 十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 五 」

と す る 。  

（ 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例 第 六 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 定 任 期 付 職 員 に つ い て の 給 与 の 特 例 ） （ 特 定 任 期 付 職 員 に つ い て の 給 与 の 特 例 ） 

第 四 条  第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期 付

職 員 」 と い う 。 ） （ 企 業 職 員 （ 地 方 公 営 企

業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 七

年 法 律 第 二 百 八 十 九 号 ） 第 三 条 第 四 号 に 規

定 す る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 特

定 任 期 付 職 員 を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条

に お い て 同 じ 。 ） に は 、 次 の 給 料 表 を 適 用

す る 。  

第 四 条  第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 （ 以 下 「 特 定 任 期 付

職 員 」 と い う 。 ） （ 企 業 職 員 （ 地 方 公 営 企

業 等 の 労 働 関 係 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 七

年 法 律 第 二 百 八 十 九 号 ） 第 三 条 第 四 号 に 規

定 す る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 特

定 任 期 付 職 員 を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条

に お い て 同 じ 。 ） に は 、 次 の 給 料 表 を 適 用

す る 。  

 

給
料

月
額

 

円
 

3
8
3
,
0
0
0
 

4
3
0
,
0
0
0
 

4
8
0
,
0
0
0
 

5
4
2
,
0
0
0
 

6
1
8
,
0
0
0
 

7
2
1
,
0
0
0
 

8
4
2
,
0
0
0
 

  

給
料

月
額

 

円
 

3
7
9
,
0
0
0
 

4
2
5
,
0
0
0
 

4
7
5
,
0
0
0
 

5
3
6
,
0
0
0
 

6
1
1
,
0
0
0
 

7
1
3
,
0
0
0
 

8
3
3
,
0
0
0
 

 

 

号
給

 

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
   

号
給

 

 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
  

２ ～ ５  （ 略 ）  ２ ～ ５  （ 略 ）  

（ 特 定 任 期 付 職 員 に つ い て の 給 与 条 例 等

の 適 用 除 外 等 ）  

（ 特 定 任 期 付 職 員 に つ い て の 給 与 条 例 等

の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三

条 第 一 項 、 第 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十

一 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与

条 例 第 三 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の

は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三

条 第 一 項 、 第 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十

一 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与

条 例 第 三 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の

は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例
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第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例

第 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 人 事 委 員 会 規 則 で

指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 」 と あ る の は 「 人

事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の

は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」

と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 五 」 と す る 。  

第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例

第 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 人 事 委 員 会 規 則 で

指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 」 と あ る の は 「 人

事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の

は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 と す る 。  

３  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 公 立 学 校 給 与

条 例 第 五 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 九 条

の 二 、 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 十 三

条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 公 立 学

校 給 与 条 例 第 五 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と

あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職

員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公

立 学 校 給 与 条 例 第 六 条 第 一 項 及 び 第 九 条

の 二 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条

例 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 中 「 規 則 で 指 定 す

る 職 」 と あ る の は 「 規 則 で 指 定 す る 職 及 び

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条

例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め

て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条 例

第 二 十 三 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ

る の は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 、 「 百 分 の 百 二

十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 五 」 と す

る 。  

３  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 公 立 学 校 給 与

条 例 第 五 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 九 条

の 二 、 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 十 三

条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 公 立 学

校 給 与 条 例 第 五 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と

あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職

員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公

立 学 校 給 与 条 例 第 六 条 第 一 項 及 び 第 九 条

の 二 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条

例 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 中 「 規 則 で 指 定 す

る 職 」 と あ る の は 「 規 則 で 指 定 す る 職 及 び

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条

例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め

て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条 例

第 二 十 三 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ

る の は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 と す る 。  

第 六 条  一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 特 定 任 期 付 職 員 に つ い て の 給 与 条 例 等

の 適 用 除 外 等 ）  

（ 特 定 任 期 付 職 員 に つ い て の 給 与 条 例 等

の 適 用 除 外 等 ）  

第 五 条  （ 略 ）  第 五 条  （ 略 ）  

２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三 ２  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 給 与 条 例 第 三
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条 第 一 項 、 第 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十

一 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与

条 例 第 三 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の

は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例

第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例

第 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 人 事 委 員 会 規 則 で

指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 」 と あ る の は 「 人

事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 と

あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 」 と す る 。  
条 第 一 項 、 第 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 十

一 条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 給 与

条 例 第 三 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の

は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 条 例

第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 給 与 条 例

第 十 七 条 の 二 第 一 項 中 「 人 事 委 員 会 規 則 で

指 定 す る 職 を 占 め る 職 員 」 と あ る の は 「 人

事 委 員 会 規 則 で 指 定 す る 職 を 占 め る 職 員

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を

定 め て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 給 与 条 例 第 二

十 一 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ る の

は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」

と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 五 」 と す る 。  

３  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 公 立 学 校 給 与

条 例 第 五 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 九 条

の 二 、 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 十 三

条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 公 立 学

校 給 与 条 例 第 五 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と

あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職

員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公

立 学 校 給 与 条 例 第 六 条 第 一 項 及 び 第 九 条

の 二 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条

例 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 中 「 規 則 で 指 定 す

る 職 」 と あ る の は 「 規 則 で 指 定 す る 職 及 び

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条

例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め

て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条 例

第 二 十 三 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 」

と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 」 と す る 。  

３  特 定 任 期 付 職 員 に 対 す る 公 立 学 校 給 与

条 例 第 五 条 第 一 項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 九 条

の 二 、 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 及 び 第 二 十 三

条 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 公 立 学

校 給 与 条 例 第 五 条 第 一 項 中 「 こ の 条 例 」 と

あ る の は 「 こ の 条 例 及 び 一 般 職 の 任 期 付 職

員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 四 年 三 重

県 条 例 第 六 十 一 号 ） 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公

立 学 校 給 与 条 例 第 六 条 第 一 項 及 び 第 九 条

の 二 中 「 こ の 条 例 」 と あ る の は 「 こ の 条 例

及 び 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 第 四 条 の 規 定 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条

例 第 二 十 二 条 の 三 第 一 項 中 「 規 則 で 指 定 す

る 職 」 と あ る の は 「 規 則 で 指 定 す る 職 及 び

一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条

例 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 任 期 を 定 め

て 採 用 さ れ た 職 員 」 と 、 公 立 学 校 給 与 条 例

第 二 十 三 条 第 二 項 中 「 百 分 の 百 二 十 」 と あ

る の は 「 百 分 の 百 六 十 五 」 、 「 百 分 の 百 二

十 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 百 七 十 五 」 と す

る 。  

  附  則  

 （ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 四 条 及 び 第 六 条 の 規 定 は 、
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令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
２  第 一 条 の 規 定 （ 第 二 十 一 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 及 び 第 二 十 二 条 第 二 項 の 改 正 規 定 を

除 く 。 ） に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 、 第 三 条 の 規 定 （ 第 六 条 第 三 項 の

改 正 規 定 を 除 く 。 ） に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 及

び 第 五 条 の 規 定 （ 第 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 改 正 規 定 を 除 く 。 ） に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の

任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 適 用 し 、 第 一 条 の 規 定

（ 第 二 十 一 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で 及 び 第 二 十 二 条 第 二 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改

正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 、 第 三 条 の 規 定 （ 第 六 条 第 三 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ）

に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 及 び 第 五 条 の 規 定

（ 第 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 の 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採

用 等 に 関 す る 条 例 の 規 定 は 同 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者 の 号 給 ）  

３  令 和 五 年 四 月 一 日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前

日 ま で の 間 に お い て 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 次 項 及 び

附 則 第 五 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る

こ と と な っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 の

う ち 、 人 事 委 員 会 の 定 め る 職 員 の 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条

例 （ 次 項 及 び 附 則 第 五 項 に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ る 当 該 適 用 又 は 異 動

の 日 に お け る 号 給 は 、 人 事 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者 の 号 給 の 調 整 ）  

４  施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 新 条 例 の 規 定 に よ り 、 新 た に 給

料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の 受 け る 号 給 に

異 動 の あ っ た 職 員 の 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 当 該 適 用 又 は 異 動

に つ い て 、 ま ず 旧 条 例 の 規 定 が 適 用 さ れ 、 次 い で 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 か ら 新 条 例 の 規

定 が 適 用 さ れ る も の と し た 場 合 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 人 事 委 員 会

の 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。  

 （ 給 与 の 内 払 ）  

５  新 条 例 の 規 定 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用 等 に 関 す る

条 例 の 規 定 及 び 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条

例 の 規 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て こ れ ら を 「 新 条 例 等 の 規 定 」 と い う 。 ） を 適 用 す る 場 合

に お い て は 、 旧 条 例 の 規 定 、 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 の 採 用

等 に 関 す る 条 例 の 規 定 及 び 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等

に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、 新 条 例 等 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と

み な す 。  

 （ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）  

６  前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で

定 め る 。  
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会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 四 号  

会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例  

 

第 一 条  会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県

条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 額 に 、 六 月 に 支 給 す る 場

合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 、 十 二 月 に 支 給

す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 五 を 乗

じ て 得 た 額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 額 に 、 百 分 の 百 二 十 を 乗

じ て 得 た 額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

第 二 条  会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る

条 例  

会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及

び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  

（ 目 的 ）  （ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 他 の 条 例 に 特 別 の 定 め

が あ る も の を 除 く ほ か 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 条 の 二

第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁

償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 額 並 び に そ の

第 一 条  こ の 条 例 は 、 他 の 条 例 に 特 別 の 定 め

が あ る も の を 除 く ほ か 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 条 の 二

第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁

償 及 び 期 末 手 当 の 額 並 び に そ の 支 給 方 法
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支 給 方 法 に つ い て 定 め る こ と を 目 的 と す

る 。  

に つ い て 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  
（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 額 に 、 百 分 の 百 二 十 二 ・

五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 額 に 、 六 月 に 支 給 す る 場

合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 、 十 二 月 に 支 給

す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二 十 五 を 乗

じ て 得 た 額 に 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 割

合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 ）   

第 七 条  勤 勉 手 当 は 、 基 準 日 に そ れ ぞ れ 在 職

す る 職 員 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職 員 を

除 く 。 ） に 対 し 、 当 該 職 員 の 任 命 権 者 が 定

め る 期 間 に お け る 人 事 評 価 の 結 果 及 び 基

準 日 以 前 六 月 以 内 の 期 間 に お け る 勤 務 の

状 況 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 基 準 日 の 属 す る 月

の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 に 支 給 す る 。

こ れ ら の 基 準 日 前 一 月 以 内 に 退 職 し 、 又 は

死 亡 し た 職 員 （ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 職

員 を 除 く 。 ） に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

 

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 人 事 委

員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て

「 勤 勉 手 当 基 礎 額 」 と い う 。 ） に 、 任 命 権

者 が 人 事 委 員 会 の 定 め る 基 準 に 従 っ て 定

め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 任 命 権 者 が 支 給 す る 勤 勉 手 当 の

額 の 総 額 は 、 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分

の 百 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額 を 超 え て

は な ら な い 。  

 

３  前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ

る 勤 勉 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。  

 

第 八 条  （ 略 ）  第 七 条  （ 略 ）  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 の う ち 、 第 一 条 及 び 次 項 か ら 附 則 第 四 項 ま で の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条

並 び に 附 則 第 五 項 及 び 第 六 項 の 規 定 は 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す

る 条 例 の 規 定 （ 次 項 に お い て 「 新 条 例 の 規 定 」 と い う 。 ） は 、 令 和 五 年 十 二 月 一 日 か ら

適 用 す る 。  

（ 期 末 手 当 の 内 払 ）  

３  新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 会 計 年 度 任 用

職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 期 末 手 当

は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 内 払 と み な す 。  

（ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ）  

４  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定

め る 。  

 （ 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

５  職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 減 給 の 効 果 ）  （ 減 給 の 効 果 ）  

第 四 条  減 給 は 、 一 日 以 上 六 月 以 下 の 期 間 、

そ の 発 令 日 に 受 け る 給 料 の 月 額 （ 公 立 学 校

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重

県 条 例 第 十 号 ） 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ り 教 職 調 整 額 を 支 給 さ れ る 職 員 に あ

つ て は 給 料 の 月 額 に 教 職 調 整 額 の 月 額 を

加 算 し た 額 、 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一

号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 報 酬 （ 会 計 年 度

任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年

三 重 県 条 例 第 一 号 ） 第 三 条 第 二 項 か ら 第 五

項 ま で の 規 定 に よ る 報 酬 又 は 公 立 学 校 の

会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期

末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例

第 三 号 ） 第 三 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規

定 に よ る 報 酬 に 限 る 。 ） の 額 ） の 十 分 の 一

以 下 に 相 当 す る 額 を 減 ず る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 そ の 減 ず る 額 が 現 に 受 け

る 給 料 の 月 額 の 十 分 の 一 に 相 当 す る 額 を

超 え る と き は 、 当 該 額 を 減 ず る も の と す

る 。  

第 四 条  減 給 は 、 一 日 以 上 六 月 以 下 の 期 間 、

そ の 発 令 日 に 受 け る 給 料 の 月 額 （ 公 立 学 校

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重

県 条 例 第 十 号 ） 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ り 教 職 調 整 額 を 支 給 さ れ る 職 員 に あ

つ て は 給 料 の 月 額 に 教 職 調 整 額 の 月 額 を

加 算 し た 額 、 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一

号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 報 酬 （ 会 計 年 度

任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に

関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ）

第 三 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ

る 報 酬 又 は 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員

の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条

例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） 第 三 条 第

二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ る 報 酬 に

限 る 。 ） の 額 ） の 十 分 の 一 以 下 に 相 当 す る

額 を 減 ず る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 そ の 減 ず る 額 が 現 に 受 け る 給 料 の 月 額

の 十 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 超 え る と き は 、

当 該 額 を 減 ず る も の と す る 。  

 （ 語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

６  語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第

十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
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次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 報 酬 ）  （ 報 酬 ）  

第 二 条  （ 略 ）  第 二 条  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  ２ ～ ４  （ 略 ）  

５  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 外 国 青 年 の

報 酬 の 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 の 給 与 に

関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ

る 。 た だ し 、 第 三 項 に 規 定 す る 報 酬 の 支 給

方 法 に つ い て は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬

等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一

号 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る 。  
５  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 外 国 青 年 の

報 酬 の 支 給 方 法 に つ い て は 、 職 員 の 給 与 に

関 す る 条 例 の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ

る 。 た だ し 、 第 三 項 に 規 定 す る 報 酬 の 支 給

方 法 に つ い て は 、 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報

酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例

（ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 適 用 を 受

け る 職 員 の 例 に よ る 。  
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公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  
令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 五 号  

公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

第 一 条  公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 三 条  （ 略 ）  第 二 十 三 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 、 六

月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二

十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 百 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基 準 日 以 前

六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 在

職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分

の 百 二 十 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基 準 日 以 前 六

箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 在 職

期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

３  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 百

分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 七 ・

五 」 と 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」 と あ る の は 「 百

分 の 七 十 」 と す る 。  

３  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 百

分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 七 ・

五 」 と す る 。  

４ ～ ６  （ 略 ）  ４ ～ ６  （ 略 ）  

 （ 勤 勉 手 当 ）   （ 勤 勉 手 当 ）  

第 二 十 四 条  （ 略 ）  第 二 十 四 条  （ 略 ）  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 規

則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額

の 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総

額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え

て は な ら な い 。  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 規

則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額

の 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総

額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え

て は な ら な い 。  

一  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

一  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ
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別 表 第 一 か ら 別 表 第 四 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 二 項 第 六 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 、 十 二 月

に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 二 項 第 六 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 百 分 の 百

を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

二  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 七 ・

五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百

分 の 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  
二  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 四

十 七 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  
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第 二 条  公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 二 十 三 条  （ 略 ）  第 二 十 三 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 百 分

の 百 二 十 二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基 準 日

以 前 六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員

の 在 職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

と す る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 期 末 手 当 基 礎 額 に 、 六

月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 二

十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分

の 百 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 基 準 日 以 前

六 箇 月 以 内 の 期 間 に お け る 当 該 職 員 の 在

職 期 間 の 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  一 ～ 四  （ 略 ）  

３  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 百

分 の 百 二 十 二 ・ 五 」 と あ る の は 「 百 分 の 六

十 八 ・ 七 五 」 と す る 。  

３  定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 に 対 す る

前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 百

分 の 百 二 十 」 と あ る の は 「 百 分 の 六 十 七 ・

五 」 と 、 「 百 分 の 百 二 十 五 」 と あ る の は 「 百

分 の 七 十 」 と す る 。  

４ ～ ６  （ 略 ）  ４ ～ ６  （ 略 ）  

 （ 勤 勉 手 当 ）   （ 勤 勉 手 当 ）  

第 二 十 四 条  （ 略 ）  第 二 十 四 条  （ 略 ）  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 規

則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額

の 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総

額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え

て は な ら な い 。  

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 規

則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額

の 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 員 の 区 分 ご と の 総

額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 を 超 え

て は な ら な い 。  

一  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 二 項 第 六 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 百 分 の 百

二 ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

一  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 以 外 の 職 員  当 該 職 員 の 勤

勉 手 当 基 礎 額 に 当 該 職 員 が そ れ ぞ れ そ

の 基 準 日 現 在 （ 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 職

員 に あ つ て は 、 退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日

現 在 。 次 項 及 び 附 則 第 十 二 項 第 六 号 に お

い て 同 じ 。 ） に お い て 受 け る べ き 扶 養 手

当 の 月 額 及 び こ れ に 対 す る 地 域 手 当 の

月 額 の 合 計 額 を 加 算 し た 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 、 十 二 月
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   附  則  

（ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か

ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 以 下 こ の 項 か ら 附 則

第 五 項 ま で に お い て 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 別 表 第 一 か ら 別 表 第 四 ま で の 規 定 は 令 和 五

年 四 月 一 日 か ら 、 新 条 例 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 十 四 条 第 二 項 の 規 定 は

同 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 日 の 前 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者 の 号 給 ）  

３  令 和 五 年 四 月 一 日 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 次 項 に お い て 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前

日 ま で の 間 に お い て 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例

（ 次 項 及 び 附 則 第 五 項 に お い て 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 、 新 た に 給 料 表 の 適

用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ

っ た 職 員 の う ち 、 三 重 県 教 育 委 員 会 （ 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 附 則 第 六 項 に お い て 「 県 委

員 会 」 と い う 。 ） が 三 重 県 人 事 委 員 会 （ 以 下 こ の 項 、 次 項 及 び 附 則 第 六 項 に お い て 「 人

事 委 員 会 」 と い う 。 ） と 協 議 し て 定 め る 職 員 の 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 当 該 適 用 又 は 異 動

の 日 に お け る 号 給 は 、 県 委 員 会 が 人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 異 動 者 の 号 給 の 調 整 ）  

４  施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 新 条 例 の 規 定 に よ り 、 新 た に 給

料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た 職 員 及 び そ の 属 す る 職 務 の 級 又 は そ の 受 け る 号 給 に

異 動 の あ っ た 職 員 の 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ い て は 、 当 該 適 用 又 は 異 動

に つ い て 、 ま ず 旧 条 例 の 規 定 が 適 用 さ れ 、 次 い で 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 か ら 新 条 例 の 規

定 が 適 用 さ れ る も の と し た 場 合 と の 権 衡 上 必 要 と 認 め ら れ る 限 度 に お い て 、 県 委 員 会 が

人 事 委 員 会 と 協 議 し て 定 め る と こ ろ に よ り 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 給 与 の 内 払 ）  

５  新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 旧 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は 、

新 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す 。  

（ 規 則 へ の 委 任 ）  

６  前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 県 委 員 会 及 び 人 事

委 員 会 が 共 同 で 定 め る 規 則 で 定 め る 。  

 

に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 五

を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  
二  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の    

四 十 八 ・ 七 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

二  前 項 の 職 員 の う ち 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員  当 該 定 年 前 再 任 用 短 時 間

勤 務 職 員 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 四 十 七 ・

五 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百

分 の 五 十 を 乗 じ て 得 た 額 の 総 額  

３ ～ ５  （ 略 ）  ３ ～ ５  （ 略 ）  
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公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 六 号  

公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

 

第 一 条  公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 令 和

元 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 期 末 手 当 ）   （ 期 末 手 当 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 規 則 で

定 め る 額 に 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て

は 百 分 の 百 二 十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に

お い て は 百 分 の 百 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額

に 、 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 規 則 で

定 め る 額 に 、 百 分 の 百 二 十 を 乗 じ て 得 た 額

に 、 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

第 二 条  公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬

等 に 関 す る 条 例  

公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、

費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例  

（ 目 的 ）  （ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 他 の 条 例 に 特 別 の 定 め

が あ る も の を 除 く ほ か 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 条 の 二

第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 の 会 計 年

度 任 用 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る

会 計 年 度 任 用 職 員 を い う 。 ） の 報 酬 、 費 用

第 一 条  こ の 条 例 は 、 他 の 条 例 に 特 別 の 定 め

が あ る も の を 除 く ほ か 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 条 の 二

第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 の 会 計 年

度 任 用 職 員 （ 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年

法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る

会 計 年 度 任 用 職 員 を い う 。 ） の 報 酬 、 費 用
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弁 償 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 額 並 び に そ

の 支 給 方 法 に つ い て 定 め る こ と を 目 的 と

す る 。  

弁 償 及 び 期 末 手 当 の 額 並 び に そ の 支 給 方

法 に つ い て 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 期 末 手 当 ）  （ 期 末 手 当 ）  

第 六 条  （ 略 ）  第 六 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 規 則 で

定 め る 額 に 、 百 分 の 百 二 十 二 ・ 五 を 乗 じ て

得 た 額 に 、 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た

額 と す る 。  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 規 則 で

定 め る 額 に 、 六 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て

は 百 分 の 百 二 十 、 十 二 月 に 支 給 す る 場 合 に

お い て は 百 分 の 百 二 十 五 を 乗 じ て 得 た 額

に 、 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す

る 。  

３ ・ ４  （ 略 ）  ３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 勤 勉 手 当 ）   

第 七 条  勤 勉 手 当 は 、 基 準 日 に そ れ ぞ れ 在 職

す る 職 員 （ 規 則 で 定 め る 職 員 を 除 く 。 ） に

対 し 、 教 育 長 が 定 め る 期 間 に お け る 人 事 評

価 の 結 果 及 び 基 準 日 以 前 六 月 以 内 の 期 間

に お け る 勤 務 の 状 況 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 基

準 日 の 属 す る 月 の 規 則 で 定 め る 日 に 支 給

す る 。 こ れ ら の 基 準 日 前 一 月 以 内 に 退 職

し 、 又 は 死 亡 し た 職 員 （ 規 則 で 定 め る 職 員

を 除 く 。 ） に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

 

２  勤 勉 手 当 の 額 は 、 第 三 条 の 規 定 に 基 づ き

定 め ら れ た 報 酬 の 額 を 基 礎 と し て 規 則 で

定 め る 額 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 勤 勉 手 当

基 礎 額 」 と い う 。 ） に 、 規 則 で 定 め る 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額 の 総 額 は 、 職 員

の 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 百 分 の 百 二 ・ 五 を 乗 じ

て 得 た 額 の 総 額 を 超 え て は な ら な い 。  

 

３  前 条 第 三 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ

る 勤 勉 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。  

 

第 八 条  （ 略 ）  第 七 条  （ 略 ）  

附  則  

 （ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 の う ち 、 第 一 条 及 び 次 項 か ら 附 則 第 四 項 ま で の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条

及 び 附 則 第 五 項 の 規 定 は 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末

手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 （ 次 項 に お い て 「 新 条 例 の 規 定 」 と い う 。 ） は 、 令 和 五 年 十 二
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月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 期 末 手 当 の 内 払 ）  

３  新 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 公 立 学 校 の 会

計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ

た 期 末 手 当 は 、 新 条 例 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 内 払 と み な す 。  

 （ 規 則 へ の 委 任 ）  

４  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 三 重 県 教 育 委 員 会 及

び 三 重 県 人 事 委 員 会 が 共 同 で 定 め る 規 則 で 定 め る 。  

 （ 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）  

５  職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 三 重 県 条 例 第 三 十 六 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改

正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

 （ 減 給 の 効 果 ）  

第 四 条  減 給 は 、 一 日 以 上 六 月 以 下 の 期 間 、

そ の 発 令 日 に 受 け る 給 料 の 月 額 （ 公 立 学 校

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重

県 条 例 第 十 号 ） 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ り 教 職 調 整 額 を 支 給 さ れ る 職 員 に あ

つ て は 給 料 の 月 額 に 教 職 調 整 額 の 月 額 を

加 算 し た 額 、 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一

号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 報 酬 （ 会 計 年 度

任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に

関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ）

第 三 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ

る 報 酬 又 は 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員

の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条

例 第 三 号 ） 第 三 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の  

規 定 に よ る 報 酬 に 限 る 。 ） の 額 ） の 十 分 の

一 以 下 に 相 当 す る 額 を 減 ず る も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 そ の 減 ず る 額 が 現 に 受

け る 給 料 の 月 額 の 十 分 の 一 に 相 当 す る 額

を 超 え る と き は 、 当 該 額 を 減 ず る も の と す

る 。  

（ 減 給 の 効 果 ）  

第 四 条  減 給 は 、 一 日 以 上 六 月 以 下 の 期 間 、

そ の 発 令 日 に 受 け る 給 料 の 月 額 （ 公 立 学 校

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 三 重

県 条 例 第 十 号 ） 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ り 教 職 調 整 額 を 支 給 さ れ る 職 員 に あ

つ て は 給 料 の 月 額 に 教 職 調 整 額 の 月 額 を

加 算 し た 額 、 法 第 二 十 二 条 の 二 第 一 項 第 一

号 に 掲 げ る 職 員 に あ つ て は 報 酬 （ 会 計 年 度

任 用 職 員 の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に

関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ）

第 三 条 第 二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ

る 報 酬 又 は 公 立 学 校 の 会 計 年 度 任 用 職 員

の 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条

例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 三 号 ） 第 三 条 第  

二 項 か ら 第 五 項 ま で の 規 定 に よ る 報 酬 に

限 る 。 ） の 額 ） の 十 分 の 一 以 下 に 相 当 す る

額 を 減 ず る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 そ の 減 ず る 額 が 現 に 受 け る 給 料 の 月 額

の 十 分 の 一 に 相 当 す る 額 を 超 え る と き は 、

当 該 額 を 減 ず る も の と す る 。  

 

提 案 理 由  

地 方 自 治 法 の 一 部 改 正 等 に 鑑 み 、 勤 勉 手 当 の 規 定 を 設 け る 等 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 議 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。  
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三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   一  見  勝  之    

三 重 県 条 例 第 四 十 七 号  

三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例  

第 一 条  三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年

三 重 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改  

 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 九 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 前 項 の 基 準 日

現 在 （ 同 項 後 段 に 規 定 す る 者 に あ っ て は 、

任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 等 に よ り そ の

職 を 離 れ た 日 現 在 ） に お い て 支 給 す べ き 議

員 報 酬 月 額 及 び 議 員 報 酬 月 額 に 百 分 の 四

十 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 六 十 五 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百

七 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 一 般 職 に 属 す る

職 員 の 期 末 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 一 定 の

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  （ 略 ）  

第 九 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 前 項 の 基 準 日

現 在 （ 同 項 後 段 に 規 定 す る 者 に あ っ て は 、

任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 等 に よ り そ の

職 を 離 れ た 日 現 在 ） に お い て 支 給 す べ き 議

員 報 酬 月 額 及 び 議 員 報 酬 月 額 に 百 分 の 四

十 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 六 十 五 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百

六 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 一 般 職 に 属 す る

職 員 の 期 末 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 一 定 の

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  （ 略 ）  

第 二 条  三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改  

 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 九 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 前 項 の 基 準 日

現 在 （ 同 項 後 段 に 規 定 す る 者 に あ っ て は 、

任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 等 に よ り そ の

職 を 離 れ た 日 現 在 ） に お い て 支 給 す べ き 議

員 報 酬 月 額 及 び 議 員 報 酬 月 額 に 百 分 の 四

十 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 七 十 、 十 二

月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 七  

第 九 条  （ 略 ）  

２  期 末 手 当 の 額 は 、 そ れ ぞ れ 前 項 の 基 準 日

現 在 （ 同 項 後 段 に 規 定 す る 者 に あ っ て は 、

任 期 満 了 、 辞 職 、 失 職 、 死 亡 等 に よ り そ の

職 を 離 れ た 日 現 在 ） に お い て 支 給 す べ き 議

員 報 酬 月 額 及 び 議 員 報 酬 月 額 に 百 分 の 四

十 五 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 に 、 六 月 に 支

給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百 六 十 五 、 十

二 月 に 支 給 す る 場 合 に お い て は 百 分 の 百  
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十 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 一 般 職 に 属 す る 職 員

の 期 末 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 一 定 の 割 合

を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  （ 略 ）  

七 十 五 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 一 般 職 に 属 す る

職 員 の 期 末 手 当 の 支 給 の 例 に よ り 一 定 の

割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。  

３  （ 略 ）  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 等 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か

ら 施 行 す る 。  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関

す る 条 例 第 九 条 第 二 項 の 規 定 （ 次 項 に お い て 「 新 条 例 の 規 定 」 と い う 。 ） は 、 令 和 五 年 十

二 月 の 期 末 手 当 か ら 適 用 す る 。  

 （ 期 末 手 当 の 内 払 ）  

３  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 、 費 用 弁 償 及 び 期 末 手 当 に 関

す る 条 例 第 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ い て 令 和 五 年 十 二 月 に 支 給 さ れ た 期 末 手 当 は 、 新 条

例 の 規 定 に よ る 期 末 手 当 の 内 払 と み な す 。  
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三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

                        三 重 県 知 事   一  見  勝  之  

三 重 県 条 例 第 四 十 八 号  

   三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 議 会 委 員 会 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 条 例 第 六 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

第 一 条 ～ 第 十 四 条  （ 略 ）  第 一 条 ～ 第 十 四 条  （ 略 ）  

第 十 四 条 の 二  （ 出 席 の 特 例 ）   

第 十 五 条 ～ 第 二 十 九 条  （ 略 ）  第 十 五 条 ～ 第 二 十 九 条  （ 略 ）  

附 則  附 則  

（ 出 席 の 特 例 ）  （ 出 席 の 特 例 ）  

第 十 四 条 の 二  委 員 長 は 、 重 大 な 感 染 症 の

ま ん 延 を 防 止 す る た め 必 要 が あ る と 認

め る と き 又 は 大 規 模 な 災 害 そ の 他 の 緊

急 事 態 の 発 生 若 し く は 育 児 、 介 護 そ の 他

の や む を 得 な い 事 由 に よ り 委 員 会 を 招

集 す る 場 所 に 参 集 す る こ と が 困 難 な 委

員 が あ る と 認 め る と き は 、 映 像 及 び 音 声

の 送 受 信 に よ り 相 手 の 状 態 を 相 互 に 認

識 し な が ら 通 話 を す る こ と が で き る 方

法 に よ っ て 、 当 該 委 員 を 委 員 会 を 招 集 す

る 場 所 以 外 の 場 所 か ら 委 員 会 に 参 加 さ

せ る こ と が で き る 。  

第 十 四 条 の 二  委 員 長 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ

ル ス 感 染 症 そ の 他 重 大 な 感 染 症 の ま ん

延 を 防 止 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る

と き 又 は 大 規 模 な 災 害 そ の 他 の 緊 急 事

態 が 発 生 し た 場 合 に お い て 、 委 員 会 を 招

集 す る 場 所 に 参 集 す る こ と が 困 難 な 委

員 が あ る と 認 め る と き は 、 映 像 及 び 音 声

の 送 受 信 に よ り 相 手 の 状 態 を 相 互 に 認

識 し な が ら 通 話 を す る こ と が で き る 方

法 に よ っ て 、 当 該 委 員 を 委 員 会 を 招 集 す

る 場 所 以 外 の 場 所 か ら 委 員 会 に 参 加 さ

せ る こ と が で き る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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